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著
作
物
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
他
人
に
よ
る
利
用
を
容
易
に
す
る
行
為
（
同
項

に
お
い
て
「
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
（
同
項

及
び
第
百
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
「
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
」
と
い
う
。）に
お

い
て
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
次
項
及
び
同
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
「
侵
害
著
作
物
等
利
用
容

易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）を
用
い
て
行
う
も
の
は
、
当
該
行
為
に
係
る
著
作
物
等
が
侵
害
著
作
物
等
で
あ
る

こ
と
を
知
つ
て
い
た
場
合
又
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

侵
害
著
作
物
等
に
係
る
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
す
。

一

次
に
掲
げ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

イ

当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
侵
害
著
作
物
等
に
係
る
送
信
元
識
別
符
号
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
」
と
い
う
。）の
利
用
を
促
す
文
言
が
表
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
け

る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
提
供
の
態
様
に
照
ら
し
、
公
衆
を
侵
害
著
作
物
等
に
殊
更
に
誘
導
す
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号

等
の
数
、
当
該
数
が
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
送
信
元
識
別
符
号
等
の
総
数
に
占

め
る
割
合
、
当
該
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
利
用
に
資
す
る
分
類
又
は
整
理
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
に
お
け
る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
提
供
の
状
況
に
照
ら
し
、
主
と
し
て
公
衆
に
よ
る
侵
害

著
作
物
等
の
利
用
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

二

次
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
送
信
元
識
別
符
号
等
の
提
供
に
際
し
、
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
利
用
を
促

す
文
言
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
提
供
の
態
様
に
照
ら
し
、
公
衆
を
侵
害
著
作
物
等
に
殊
更
に

誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
数
、

当
該
数
が
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
送
信
元
識
別
符
号
等
の
総
数
に
占
め
る
割
合
、
当
該

侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
利
用
に
資
す
る
分
類
又
は
整
理
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
侵

害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
提
供
の
状
況
に
照
ら
し
、
主
と
し
て
公
衆
に
よ
る
侵
害
著
作
物
等
の
利
用
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

３

侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
公
衆
へ
の
提
示
を
行
つ
て
い
る
者
（
当
該
侵
害
著
作
物
等
利

用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

等
と
を
包
括
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
単
に
当
該
公
衆
へ
の
提
示
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
者
（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い

る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り

継
続
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

を
除
く
。）を
除
く
。）又
は
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
を
行
つ
て
い
る
者
（
当

該
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
そ
れ
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

と
を
包
括
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
又
は
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
侵
害
著
作
物
等

利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
外
の
相
当
数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
単
に
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
機
会
を
提

供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
者
（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
提
供

さ
れ
て
い
る
侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
状
態
が
相
当
期
間

に
わ
た
り
継
続
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
を
除
く
。）を
除
く
。）が
、
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
又
は
当
該
侵

害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
他
人
に
よ
る
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
に
係
る
送
信
元
識
別

符
号
等
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
送
信
元
識
別
符
号
等
に
係
る
著
作
物
等
が
侵
害

著
作
物
等
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
場
合
又
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
措
置
を
講
じ
な
い
行
為
は
、
当
該
侵
害
著
作
物
等
に
係
る
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣

接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
す
。

４

前
二
項
に
規
定
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
は
、
送
信
元
識
別
符
号
の
う
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
個
々
の

電
子
計
算
機
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
部
分
が
共
通
す
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
情
報
の
閲
覧
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）の
集
合
物
（
当
該
集
合
物
の
一
部
を
構
成
す
る
複
数
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
あ
つ
て
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
相

互
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
公
衆
へ
の
提
示
が
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。）を
い
う
。

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
、第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
」に
、「
同

条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、「
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
」を「
第

百
二
十
条
の
二
第
四
号
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
九
項
」
に
、「
第
四
号
」
を
「
第
六
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
公
衆
へ
の
提
示
を
行
つ
た
者
（
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用

容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

等
（
第
百
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

と
を
包
括
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
単
に
当
該
公
衆
へ
の
提
示
の
機
会
を
提
供
し
た
に
過
ぎ
な

い
者
（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る

侵
害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り

継
続
し
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
。）を
除
く
。）

五

侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
を
行
つ
た
者
（
当
該
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
そ
れ
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
を
包
括
し
て
い
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
又
は
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ

グ
ラ
ム
以
外
の
相
当
数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に

お
い
て
、
単
に
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
機
会
を
提
供
し
た
に
過

ぎ
な
い
者
（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
侵

害
送
信
元
識
別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り
継

続
し
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

を
除
く
。）を
除
く
。）

第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、同
条
第
四
号
中「
第

百
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
十

三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三

第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る

行
為
を
行
つ
た
者

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条

著
作
権
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
及
び
第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
」
を
「
、
第
百
十
三
条
第
七
項
並
び
に
第
百
二
十

条
の
二
第
一
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、「
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
若
し
く
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る

音
若
し
く
は
影
像
と
と
も
に
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
若
し
く
は
放
送
若
し

く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
と
と
も
に
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
著
作
権
又
は
」
を
「
著
作

権
、
出
版
権
又
は
」
に
改
め
る
。
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